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民
族
の
企
業
化 

四
八

方
法
を
用
ひ
把
る
が
如
き
、殊
に
斯
く
の
如
き
組
合
の
變
體

i

し

<
、屢
々

S

督
敎
徒
拟
其
の
宗 

法
を
破

6

ズ
此
組
合
に
加
入
'せ
し
名
の
あ

6

し

C
と
は
、獨
、燠
爾
國
古
文
書

0
脊
人

に

ボ
す
處 

に
し
て
、例
者
、猶
太
人

「

テ
力

u

ュ
ス」

は
千
ニ

W

コ
|
十
五
年
、
_
'也
轴
の

»

人

4

共
同
事

^

を
罃
み
、千 

三
百
四
十
五
年
、猶
太
人

「

ダ-

エ
ル

」

及「

ィ
サ
J

グ」

の
爾
名
は

「
n

ブ
レ
ン
ツ

」

のr

ゲ
.
ル

パ
レ
ト
し
i
フフ 

ィ
ど
關
税
を
牴
，，當
と
す
る
出
資
事
業
を
な
せ
し
が
如
し

(

一)

然
れ
ど
名
之
れ
只
だ
變
體
の
：

_
i

 

本
色
に

M 

A,.て
は
依
然
と
し
て
自
己
の
生
存
を
全
ふ

.
'せ
ん
.と
す
る
本
能
の
發
現
杧

6
。

之
を

0
f
る
に
猶
太
人
於
金
錢
に
對
す
る
狂
熱
的
態
度
は
一
方
，に
於
ズ
彼
等
舣
此
者
の
魔
力 

を
認
め
し

i

共
に
、自
已

0

生
存
を
全

.

す
る
救
世
主
は
只
此
者
の

み

i
信
せ
し
を
以
て

な
ろ

#
 

と
な
れ
ば
、當
滕
に
あ

6

て、只
金
錢
の
み
が
、彼
等
を
壓
追
者
の
手
ょ

6

救
出
，す

の

カ

を

有>
せ
し
. 

を
以
て
な
み
、彼
の
十

1

il
l

:

紀
に
於
け

^

猶
太
人
迫
害
の

.

間
1C

、悲
慘
な
る
運
命

t

.遭

遇

せ

し一 

「

ラ
ビ
ー

」

の
言
に

®

督
敎
徒
は

#

力

象

な
6

、只
此
暴
カ
を
觚

.

す
る
者
は
一
に

「

金
錢

」

の
み

」

と
。

(

ニ)

 

此
語
の

.

中
に
中
仳
に
於
け
，る
猶
太
人
の
悲
し
む
可
き
運
命
は
存
せ
ヂ
や

。

：
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富

.
萬
國
社
會
保
險
會
議

^

就

て

.

杉

■
琢

磨

所
爾
勞
働
問
題
は
今
や
文
明
諸
國
に
通
有
の
問
題
に
し 

y
、

近
脖
之
财
解
決
若
く
は
研
究
を
目
的
と
す
る
所
の 

各
種
の
萬
國
會
議
開
催
せ
ら
れ
又
常
設
s
ff
究
機
關
i 

しy

國
際
的
協
會
若
く
は
學
會
の
設
立
せ
ら
る
、
$
の 

少
か
ら
梦
、
而
し
て
此
等
の
國
際
的
協
會
中
其

®
源
最
'
 

古
く
且
其
活
動
の
最
盛
な
る
名
の
は
、
勞
働
者
保
謨
に 

關
す
石1

般
的
問
題
の
研
究
及
其
國
際
的
解
決
を
.目
的
：
 

と
す
る
所
の
萬
國
勞
働
者
保
«

法
協
會(Internaticnal: 

association for labour legislation, 

A
s
s
o
a
a
u
o
n

 lntl 

ernationale 

p
o
u
r 

la projection 

16gale 

d
e
s

 tTavaT 

Ueurs, Internationale vereinigung. Kir

crq
e
s
e

rt- zlicllen 

A
r

creiterscllutz.)

及
び
主
と
しV:

勞
働
保
險
の
研
究
を 

目
的
と
す
る
所
の
萬
國
社
會
傲
險
協
會

(
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
?

雜
&
ぼ
‘ 

0

al 

association 

for 

woclal 

Insurance. 
Association 

ini:ernatiosale 

des 

assurances 

soclales. 
Interna

tionale 

vereinigung、

fd:
r
c/ozialversicherun
fcl.) 

Q

 1

一
 

者
と
し
前
者
は
各
國
政
府

(

現
滕
十
六
ヶ
國)

、
私
人
及
- 

協
會
ょ
ろ
成
ろ
、
其
本
部
を
瑞
西1C
置
き
、
滕
々
國
際」 

會
E
を
^.
他
し
^
働̂
者
^
議
問
題
に
關
す
る
國
際
的
.挤 

究
诞
.に
實
行
機
關
と
し
て
著
々
其
實
效
を
擧
げ
つI
 

i

反
之
後
者
は
全
然
私
人
の
拼
究
的
團
體
に
し
ズ
前 

者
の
如
く
國
際
間
の
協
約
其
他
の
方
法

U

供
6
會
饑
の 

決
議
を
實
際
に
施
行
す
る
が
如
き
事
な
し
と
雖
、
其
會 

員
中
に
は
諸
國
に
於
る
著
名
な
る
勞
働
保
險
學
者
及
實 

際
家
を
綱
羅
し
、
其
拚
究
の
結
果
は
直
遞
間
接
に
諸
國 

の
社
會
的
立
法
に
對
しV 

♦
.が
ら
次
る
影
響
^
與
へ
つ

つぁ

6
0

予
は
本
稿
に
於
て
近
く
本
年
九
^

下
^

を
期
>1
>
て
*

の
：
 

第
四
同
總
會
を
巴
里
に
開
催
せ
ん
と
す
る
所
の
舊
社

.
 

會
保
險
協
會
に
就
て
ぼ
砠^
㈣

に
業
務
の
槪
双
を̂
^' 

せ
んMJ

欲
す
。



本
傭
會
は
遠
ぐ
午
八
百
八
十
九
年
思
里
に
於
ぃ
て
，創
設 

せ
ら
作
、
千
八
西
九
十

一

年
瑞
西
.のr

ベ
、ル

、ご

に
於v

 

%
め
て
德
國
發
働
傷
害#
議

(conglts 

fnternational 

a
e
s 

accidents d
u

 .travail)：

を
開
催
し
、
近
世
機
械
工
業 

の
，發
達
に
伴
ふ
所
の
業
務
炎
厄
に
對
ず
る
勞
働
者
の
保 

鹱
及
救
濟
方
法

S

娇

究
u

f
手
し
、
次
で
第

1

一
囘
會
議 

(

千
八
西
九
十
卿
年}を
#
太利の

「

ミラン於て第 

:三
囘
會
議

(

千
八
百
丸
十
七
年

)

を
白
囊
の

「

グ
リ
ユ
ッ 

:

セ

ル」

に

於

て
.、，第
四

.':
0
會
_
宇
九
百
年

};を
&
虽
に
於 

H

開
催
せ
し

^
、
千
九
百

〗

l

i

y

m覽
會
の
開
催
を 

、機
i

じ
て
»
逸

の.「

，
デ
.

ユ
.
ッ

セ

.
ル

ド

ルフ
J

I C

第
五
：间
萬 

圖

會

縣

を

.開

く

や

、
：
_

者

0
保
護
若
く
は
救
濟に
關
 

へ
す
る
姬
會
调
題
は
主
と
し
そ
保
險
制
度
に
依
ろ
弋
圓
滿 

な
る
解
決
を
遂
ぐ
る
事
を
得
べ
し
と
の
由
意
に
基
き
、 

所
爾
ff
c
會

的

保

險(

W
OG.

.̂ insra.nce, 

Soziaiuersi 
丨 

chenrng. Assurance sociale.)

の
^
究
を
以
て
其
生
眼

と
な
す
に
至6
、
。同
#
1C
會
議
名
を
改
め

V

«
國
社
會 

保
險
^

 ̂f
c
o
n
g
r

fvs internationale des assurances

sociales.}

と
な
し
、
次
で
千
九
百
五
年
»
納
に
、
千
九
百 

■八
年
羅
馬
に
之
を
開
催
し
、
.觅
に
千
九
百
十
¥
海
牙
に 

於
<

、千九百十一ド

■レ
ス
デ
ン」

に
於
て
、
X

 

西
十31

年r

チ̂rj

1
リ
，ッ
ヒ

J

r
於
て
.其
總
#

.

( c
o
n
K
r
—

 

e
n
c
e
)

を

招

集

せ

夂(

註
}

註
、
會
議
を
分
ち
て
公_
會

議

0
§
2
|)

萌

溆

會 

(

n
.o
n
f
6
r
s
c
e
.
}

の
，
ニ
種
i
し
、

前
者
に
あ6
て
は 

く

其

.*
議

は一

般U
:

公
開
せ
ら
れ
且
各
國
政
府
に
對 

し
て
'公
式
の
招
待.狀
を
發
す
る
名
、.後
者
に
あ
6 

V

は
：其
列
席
者
は
原
則
と
し
て
部
內
の
會
髒

U

限 

.ら
る
、
而
し
て
前
述0
海

牙

會

_

以

下

の

三

會

議
 

.
は
所
謂
0

§
?
3

。€
に
.し
て
、

c
o
n
g
l
^
s

e
羅
馬
食 

議
を
以
て
巖
近'.
£

1
、
、
：
次

會

は

朋

年

を

期

し

華

盛
 

:

頓
に
幽
か
る
、̂
な
ぅ
、
：悔

本

年

九-f
t
〒
旬
に
開 

■
催

，せ

ら

：备

べ

き

：
巴

'里
會
議
^

c
o
n
f
e
r
e
n
c
e

に
«

泚
會
»
-»
勞
働
保
險
に
關
す
芯-1

0
尊
門
的
S
際
硏 

究

機

關

：
に

し
V
、

■其

會

員|

歐

米

各

國fc
於

ゐ^
8

1

!
%

!I

r-

保
險
學
者
及
實
際
家
を
獅
羅
し
、
巴
里
に
國
際
常
镫
委 

貝
會 f

O
o
m
i
t
6 

Pe.rmane.nt Ipte.rnationala

:o4
s
>
s
s
u
l

 

ranees sociales.)

を
設
け
、Buiiettin des A

s
s
r
a
n
c
e
s

 

s
o
c
s
e
s
'>
I
>
Q會

報
.
.

(

海
年
少
®
く
と
，
六
囘

Q

發
行 

に
し
て
_其j

ヶ
年
の
.合
尜
は
七
基
垣
对
至
千
頁
の
浩
擀 

な
.る
天
册
を
な
す

)

を
發
行
わ
1?
^
の
«
'^
^

對

し

て 

絕

へ

ず

新̂
る

材

料

を

供

：給

し

つ

、

あ

-
、̂

今

^

九

哲
 

•+
苹
九
^
十

穴

日

，の
«
牙
會
_
に
來
て
作
成
せ
ら
れ* 

，る

同

藥

貭
*

®
款

に

樣6
其
^

^

0' *

要

を

左

に

.記

述 

せ
ん
。
 

.

K
M

際
8

囊

#

の
1

的

.

國

滕

常

馨
_
會
は
世
界
に
於
け
るft
會
保
險
制
度
を 

S

M

k

之
^
猶
步
潑
键
t
計
^
爲
に
、
千
八
西 

八
十
丸
年
'6
®
私
創
徵
せ

' A

^

sf c

千
丸
哲
十
年
の
海 

牙
#

a
に
於
V

S
業
務
を
擴
藤
せ
ら
れ
女
名
名
の
に ̂

V
、

现
在
^
於
て
诚
纏
夂
淤
る
谷
種
の
社
龠
保
險
制 

度
を
比
敝
研
究
七
、
之
に
關
す
る
會
報
を
發
行
，し
及
び

鑒

倮

險
■

■

萬

國

窗
_

署

醫

し

、.
_
'
遛
：

螢
七
雜
銶

,

に
各
國E

於
る
常
®

#
員
會
支
部
0
速
絡
を
針
る
を
以 

<

*
主
要
な
'る
目
的
と
す
。'.

ニ
.
、

國

際

常

置

委

員

會

の

組

織
 

j

國
際
常
巖
委«
會
》
杯
國
に
於
る
常
置
«
»
會
支
部
の 

\

推
翦
.に
$
き
將
.に
委
員
會
に
於<
其

'0
加
入
を
餛
めtc 

る
正
會
員(m

e
m
d
r
e
s

 

tituiaires)

よ
6
成
立
す
。

常
徽
a
員
會
は
滕
K

に
依
6
.各

國

.に

屬

す

べ

き
代

^

者 

\ 

(

m
會
員)

の
數
を
，

1

定
ず
る
事
を#
、
伹

し

此

の

^

數 

|

は
委
員
會
役
霞

(§
3
bres 'du 

b
u
r
e
a
u)

及
名
爆
會
廣 

| 

(

B

B
cr
m
w 
 ̂

1 

一

 onn.eur)

を
除
き
七«
を
&
過
1

る 

j 

.

♦
!:
得
^
。

\

芷

會

員

名

薄

は

六

年

毎

に

.

(

最

«

は

千

九

官

十

六

年

)

委
 

|

員

會

依

6
て

改

訂

せ

ら

る

べ

き

名

の

>
.す

。

總
て
：の
正
會
員
は
自
己4
同
國
の
他
の
花
纖
續
及
龍_ 

際
常
置
委
員
會
々
長
の
同
意
を
#V

、；

準
會
員
言
.
f 

びres associ

g')

及
替
肋
會
M(

l
<̂l
>
B
^
'
ft
>f/
l

の

選

擧

に

係

る

代

理

者

(
I
P

1
6
I
)

を

规

定

の

總

命

1
に

列
 

席

せ

.

.し

0

る

事

を

#

べ

.し

。
，

五

，
、

1



：• ，，':、i 、

l

i

A

2

 
i
y

雜

i|；H
丨潮

錄

.國
際
常
置
雪
會
は
自
ら
其
©
役

員

會

墓
—

、
-此

役
員
會

は|
名
0.
會

長(president)、

‘
 
.四
名
の
葡
會
長

3t
，广一

(vice-pr^idents)

及 J 

名
の
幹
事(secretaire 

g
ns
n
â
a
l
,

)

f

f

,

會
長
は
#
務
•を
銃
裁
し
、
副

會

長

は

會

長

| 

を
補
佐
し
、
幹
事
は
會
の
庶
務
及
會
訐
を
を
司
掌
し
及 

#
報
を
編
職
す
、
幹
事
は
其
職
務
を
分
檐
せ
し

0
る

爲

\ 

に
他
の
JH
會
員
中
よ
6
副
幹
事(secretaire g

6
n
6
r
a
l
-
a
d

一
 

joint)

を
任
命
せ
ん
事
を
發
議
す
る
事
を
得
、
而
し
.て
此 

の
如
き
發
議
あ
る
と
き
は
該
副
幹
事
は
役
員
#
に
 

於V

之
を
指
名
し
、
次
期
の
發
員
會
總
會
に
於

<
之

财

，
 

承
認
を
受
く
べ
き
名
の
と
す
。

‘
 

| 

役
員
は
六
年
毎
に
、

，

芷
會
員
名
簿
の
改
訂
後
に
於
て
改
一 

選
せ
ら
る
、
此
選
擧
に
於
て
は
苒
選
を
妨
げ

t
 

役
員
に
缺
員
を
生
匕
把
る
と
き
は
次
期
の
總
會
に
於
て

| 

之
れ
を
補
缺
す
、
<
^
若

く

は

幹

事

に

缺

員

を

生

匕

牝
\

 

る
と
き
は
役
員
會
の
發
議
に
よ
6

H
ヶ
月
以
ft
に
之
を 

補

缺

す

る

を

要

す

、

此

場

合

に

:^
る

補

缺

選

擧

は

書

面
 

U

依
6
て
之
を
行
ふ
事
を
得
べ
し
。

現

任

役

員

の

氏

名

左

の

.如

し 

會
長
、
前
ft
閣
議
長
、
上
院
議
員

レ
オ
ン
、

ブ
ル

.デm

ア(

肺) 

副
會
長 

力
..ム

ピ
r
>
J候

爵(

#) 

「

シ
ヵ
ゴ

」

大
學
敎
授
：

 

.
f

ベ
ン
ダ
ー
ソ
ン

(

米) 

「

ストツグホルム

」

高
等

H

業
學
校
敎
授

-

リ

y 

f

ス

テ

ツ

ト

(

瑞

典

)

「

i

シ
へ
‘ご
大
學
茈
敎
授

プ

ォ
ン
、
マ

ィ

ヤ

丄

麵
 

幹
事
、
王
立
佛
蘭
西
專
門
學
校
敎
授

H

グ
ア
ル
ド
、フ
ス
テ

(

佛)

、
三
、

各
國
委
員
會(

常
置
委
員
會
各
國
支
部.

)

_
 

' 

國
際
常
置
委
員
會
の
外
、
各
國
に
常
置
委
員
會
を
設
く 

る
事
を
得
、
此
の
各
國
委
員
會
は
其
國
に
屬
す
る
國
隙 

常
置
委
員
會IE
會
員
及
沈
國
際
常
置
委
員
會
に
依
6
て 

楷

名

せ

ら

れ

杧

る

五

十.«
を
翅
過
せ
次
る
準
會
員
ょ6 

成
立
ず
る
を
の
に
し

V
.

當
該
國
に
於
る
迮
會
員
の
發
迤

に

因

6

て

組

隴

せ

ら

る

>

名

の

と

す
 

*
5
會
設
立
後
、
'
 
其

の

準

會

員

に

缺

員

を

生

^

把

る

と
 

き
は
、
當
該
國
委
員
會
に
於
で
加
入
認
可
の
方
法
に
ょ 

6
之
を
補
缺
す
。

準
會
員
名
鴻
は
六
ヶ
月
毎
に
、
國
際
常
置
委
員
會
改
選 

期
前
、
各
國«.
員
俞
に
於
て
之
れ
を
改tr
す
る
を
#
す
、 

千
九
百
十
年
に
於
て
旣
に
委
員
會
の
存
在
せ
る

ft
!

に
於 

て
は
海
牙
總
會
後
相
當
.の
期
間
內
に
此
新
定
款
に
依
ろ 

て
其
組
織
を
變E
す
る
を
喪
す
。

各
國
委
員
會
の
行
ふ
べ
き
重
要
な
る
職
務
を
擧
ぐ
れ
ば 

左
の
如
し
。
：
 

：

:(
一
)

國
際
常
撒
*
員
會
に
侬
6
て
指
定
せ
ら
れ
杧
る 

國
際
的
利
害
關
係
を
有
す
る
各
種
の
問
題
を
調
査 

讲
究
し
、_之
似
結
果
を
國
際
常
置*
員
會U

報
告 

す
る
亡
と
。

(11)

各
種
の
_

際
的
調
査
に»
し
て
#
八
パ
の
^

を

執
 

る
こ
と
o

(

三)

公
開
會
議
若
く
は
總
會
に
於
る
討
議
に
供
す
る

目
的
を
以.て
！®
際
委
員
會
の.要
求
せ
.る
各
種
.の
：報 

告

を

準

滞

.す

る

乙

と

。

(

四)

國
際
常
慨
娄
員
脅
の
出
版
物
.

(

會
報
、
銃
計
報
告 

等)

に
#
し
て
一
定
の
協
力
を
與
か
る
C
と
。

(

五)

當
該
國
两
に
於
る
新
赞
助
會
員
の
募
集
に
努
カ 

す

る

こ

と

0

.

2
ハ)

出

來

得

る

限

6

1!
際

*

員

#

の

爲

に

正
, #
員

準

'
會
員
及
勝{且
に
依
6
替

助

會

員

.の

會

費

を

集

金

し 

趑
に
自
國
民
に
對
し
て
國
際
^

員
#
の
出
版
物
を 

IE
付
す
る
の
任
に
當
る
こ.と
。

(

七
'

)

適
當
の
方
法
に
侬6
其

國

の

必

要

に

應

^

て
自 

國
內
に
於
る
社
會
保
險
の
發
達
に
實
獻
す
る
事
。

此
の
種
の
委
員
會
は

1.

般
に
萬
國
社
會
保
險:m
會

.#
國 

員
會(c

o
m
i
t
6

 b
a
t
i
o
n
a
l
d
e
T
A
S
S
O
C
i
a
t
i
o
n

 internationl 

ale a
e
s

 A
s
s
u
r
a
n
c
e
s

 

soclales、
JLandesausscliuss der 

lnt

n)rnptionalen V

 e；r e
i
nlgang 

fd:
r S

o
z
k
i
v
e

►■
t
go'
l
i
o
J
r
u

—

 

n
rq
.
 National C

o
m
m
i
t
t
e
e
.
o
f

 t
h
e

 International A
S
S
I

 

ociation f
o
r

c/ocial Insurance.)

と
稱
せ
ら
作
個
^
の



五
六
o

雜 

錄

委
員
會
に
就
て
は
之
に
當
該
國
の
國
名
を
冠
す
る
名
の 

す
、
例
、

,a
r

L

 u
x
e

 mburgicli es 

K
o
m
i
t
e
e

 f Cir S

 
o
z

—

 

ialversicherunp E
n
g
l
i
s
h

 C
o
m
m
i
t
e
e

 f
o
r

c/oclal in 
丨 

usrance, C
o
m
i
t
6

 

P
Rrr
し 

gfo
^
o,
n>
3
 A

s
s
u
r
a
n
c
e
s

 goclales 

等
と
云
ふ
财
如
し
。

'
四
、
.替

馨

員

J-
H
會
員
及1

5

準
會
員
の
外
、
各
國
の
官
廳
及
私
人
«
國 

際
常
置
委
員
i

助
會
員
と
し
.

V
下
に
揭
ぐ
る1

宛
の 

會
費
を
拂
込
み
、
國
際
常
撒
麥
員
會
の
發
行
に
係
る
各 

種
の
.出
版
物
の
購
讀
を
ず
る

®
を
樽
べ
し
。
. 

以
上
揭
げ
杧
る
三
種
の
會
員
、
卽
は
ち
正#
員
、
準
會
. 

M
及
賛
®

t
員
よ
6
.成
る
所
の
團
體
を
略
稱
し
て
萵
國 

I
會

險

協

翁 
' (Association 

' 

internationale 

des 

Assurances sociales j 
と
^
:
^

N。

五
、
會

费

：

：

OE
#
員
、
準
會
1
及
^
替
肋
會
l
tt
街

年

少

く

と

.名

十 

五
法
宛
'の
#
费
を
拂
込
0
事
を
翦
し
此
會
费
佛
込
に
依 

6 y,

常
置
委
農
會
の
賢
打
に
係
る
*

て
の
出
版
物
の
酣

0

付
を
愛
X
石
の
a
利
を
取
得
す
。
 

.

. 

各
國
委
員
會
»
其
以
委
員
會
の
.费
用
に
充
つ
る
®
に
^
! 

國
會
員
に
つ
き
真
!c
追
加
的
會
费
を
徵
收
す
る
を
妨
げ.

國
際
委
員
會»
各
國
*
!
5會
の
«
«
に
甚
づき
®
*
# 

H 
中 
P

 
6 通

.！

I
I
W
& 員(

m em
b
r
e
s

 

8
r
r

rc>soondants)

.
を

選
任
す
る
事
を
得
、
此
通
信
會
員
の
數
は
原
則
と
し

V

 

當
該
國
準
會
員
の
华
數
を
淑
過
す
る
事’を
得
ず
、
伹
し 

#

lc
多
數
の
贊
助
會
員
を
有
ず
る
國
に
於
て
は
、
國
際 

委
員
會
の
許
可
を
#V

、
制
限
以
上
の
通
信
會
員
を
摄 

く
事
を
得
べ
し
。

通
信
會
貭
杧
る
賛
助
會
員
は
會
費
を
冤
除
せ
ら
る
。

此
の
外
、
國
際
常
置
委«
會
は
.
.T
H
會
員
殊
に
從
來
同
會 

に
®
しV

功
勞
办
る
正
會
員
に
しV

實
際
上
'其
職
務
を 

盡
す
事
能
は
^
る
に
至
れ
る
？
の
に
對
し
て
、
名
赛
會 

員 f 
lrf
'
nj
m
b
r
e
s 

c
rhopbeur) 

_
 
名
擧
副
會
長
{
v
i
c
ro
-
p
r
^
i
l 

deni: d
》 ilcnneu.r)

名
譽
會
長
-

(

で r

nNs
i
d
c
n
t

Rih
o
n
n
e
u
r

 
ン
 

等
の
稱
號
を
興
夯
る
事
を#

。
.
.

,

各
植
.の
會
員
に
し
て
寄
附
金
若
く
は
#

に
多
額
の
會
费 

の
狒
込
に
依
6
て
會
務
の
i

に
»
«
せ
る
者
に
對
し 

て
は
寄
^
!
田
員(B

e
m
b
r
e
s

 

b
o
n
a
t
s
r
s
)

な
る
稱
號
を 

與
ふ
る
ぢ
の
と
す
。

六
、
食

0

國
際
常
置
委
員#
は
其
の
役
員
會
の
決a
に
依
6
、
若 

く
は
半
數
以
上
のIE
會
員
の
繭
求
に
依6
、

萬

國

會

議

'パ 

を
開
催
す
。

會
饑
を
分
ちV

總

會(
c
o
n
p
r
e
n
c
e
)

及
び
公
開
會
議 

0
0
1
ば̂)

の
ニ
種
と
し
、
總
會
は
之
を
公_
せ
岁
、
其 

列
席
者
は
原
則
と
しV

正
會
員
及
準
會
員
.に
限
ら
れ
-、 

隹

例

外

し
.て
替
助
#
員
殊
に
通
信#
員
中
ょ
6
.特
選 

せ
ら
れ
*
る
人
を
列
席
せ
.し
ひ
る
事
を
得
べ
し
、
而
し 

Y

各
國
政
府
に
對
し
て
外
交
的
方
法
に
依6
公
式
の
招 

待
狀
を
發
す
ベ
き
や
否
や
は
^

H

^

H會
を
し
て
之
を 

考
査
せ
し
む
。

公
開
會
識
は
多
少
間
隔
を
徽
い
て
之
れ
を
阅
催
す
る

$ 

の
と
し
、
:f
t
會
饑
は 
一
«
•に
公
開
せ
ら
る
、
且
此
#
議

農

I

:-
:-;;..:

'...

馨

^̂
 ̂

ベ4 

.
へ？
;-
-
,
.
:
,.
. に

於
"て
は
各
國
政
麻
に
招
待
狀
を
發
じ
弋
其
公
式
代
表

.' 

者
の
派
遺
を
促
す
名
の
と
す
。

總
會
及
び
公
開
會11
1C
.於
.

y

は
常
置
#
員
會
々
長
を
以 

て
其
司
會
者
と
し
、
會

長1C
故
障
あ
る
i
き
は
副
會
長 

中
の
一
名
を.し
て
_之
，に#
ら
.し
0
司
#
者
^
<
'常
{1
委
，
 

員
會
龠
長
若
く
は
副#
長
«
會

議

の1

邡
に
對
し
て
、 

當
該
國
©

*
會
會
長
を
し
；て
同
會
者
の
職
務
を
行
は
し 

o
る
事
を
得
べ
し
、#

(!
.に
於
<
尉

議

す

る

^

題

に

付
 

<
は
_
決

せ

梦。
>

以
上
は
國
際
常
置
委
員#
*M

款
に
依
6
て
、
萬
國
社 

會
保
險
協
會
の
組
織
.の
大
耍
.を
述
べ
杧
る
ぢ
の
な
る
が 

玆
に
本
稿
を
終
る
に
臨
み
、
同
會
舣
社
.
#
#
險
研
究
機 

關
と
し
ズ
如
何
に
重
耍
な
る
地
位
を
占
ひ
る
や
を
明
に 

す
る
爲
に
：最
近
の
：公
開
會
議
*
る
千
九
百
八
年
の
羅
馬 

齊
議
に
於
る
討
談
及
報
告
の
題
目
、
及
び
千
九W
十
二 

年
瑞
西
の「

ナ

ユ
I
リ
ッ
^
は
_

«
か
れ
tr
.る
總
會
の
fi 

0

に
同
會
に
せ
石
會

M
其
他
の
參
列
潜
中
の
恶 

名
な
る
人
を
紹
介
せ
んi
欲
す
。



， ノ̂  T
_  
々 、) ! :

罢
11

一
、
羅

馬

會

議

に

於

る

訝

_

及

報

告

の

題

目

(

ィ)
勞
侧
保
險U

於
る
醫
師
の
職
務。

•

7

)

社
會
醫
學
に
關
す
る
將
別
敎
科
の
設
锻
。

U
)

勞
働
保
險
事
務
員
の
養
成
、
之
に
關
す
る
各
國

の
現
狀
诞
に
其
改
善
。

 

'

(

一

】
)

族
病
、
癒
疾
、
其
豫
防
及

a

保
險
に
翁
る
兩
者
の 

關
係
o
.

(

ホ)

職
業
的
疾
病
の
豫
防
及
之
如
救
濟
策
と
し
て
の 

保
險
。

(

へ)

姙
娠
保
險
の 

(

卜)

寡
婦
及
孤
兒
保
險
。

(

チ)

自
己
の
意
思
に
基
於̂
る
失
業
に
#
す
'る
保
險 

(

y)

勞
働
保
險
統一

問
題
。

(

ヌ)

勞
働
猓
險
の
弊
善
趑
に
保
險
類
似
制
度
。

(

ル
}業
務
^
/0
の
豫
防
及
*

^
の
監
督
。 

(

氺
.，

)

國
立
機
關
に
侬
る
老
癒
又
は
寡
婦
、
孤
兒
年
金 

制
度
に
對
す
る
補
肋
金
交
付
の
形
式
。

'

'

(

ヮ)

國
際
炎
害
統
計
の
組
織
。

n
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ」

會
饑
に
於
る
饑
輝

(

ィ)

社
會
保
險
適
用
範
S
擴
張
問
題)

.

高
級
*
人(halits 
へ
 salan

CKs
)

1C
對
す
る
*
張
-

麗
人
*
る

、
と

同

滕

に

獨

立

業

者

杧

る

者

(travaml 

s
r
s

色X
t
6
s
)

tc
對
す
る
據
張—

收
入
の
少
領 

な

る

獨

立

業

者

に

對

す

る

擴

_

。

(

ロ
蝱
制
年
金
保
險
0
te
ic
g

l
■
關
と
し
て
の 

-

資
金
保
險(

通
俗
生
命
保
險)

の
組
織
。

(

、ノ)

社
會
保
險
費
用
負
*
問
題
。 

勞
働
者
所
得
に
對
す
る
歡
響

——
I

般
產
業
1C
®

す

る

^

^

I

に

，及
せ
る
影
響

(

二)

假
病
及
從
業
不
能
誇
張
防
丘
問
題
"

(

ホ)

國
際
的
炎
害
統
計
問
題。
'

(

へ)

業
務
炎
厄
救
濟
設
備!/
:
:關
す
る
問
題
。

三
、「

チ
ユ
ー
リ
ッ
ヒ
_

」

#
議
に
出
席
せ
る
著 

名
な
る
勞
働
保
險
學
者
叉
は
實
際
家 

此
の
會
議
は
當
槠
の
國
際
常
置̂
員
#
會
長
現
佛
國 

大
統
領
、.
ポ
ア
ン
カ
レ
ー
氏
支
障
缺
腊
の
爲
め
、
副

SBS
a
s
m
K
i
m
M
a
w
M
W
—

was

金
具

の
l

A
fc
る
獨
逸
©
プ
オ
ン
、

マ
イ
ヤT
敎
授 

司
.
の
.下
に
開
催
せ
ら
れ
、
儉
常M:
#
員
#
幹
事
フ 

ス
テ
敎
授
病
氣
の
爲
、
同
敎
授
の
希
望
に
依
6
ヽ
瑞 

西
の
•ホ
ー
ル
、

ロ
ゴ
氏
を
幹
事
とし
、
且
つ
特
に
獨
一 

逸
帝
國
統
計
局
長
ツ
ア
ッ
へ
ル
悱
士
及
ぴ
瑞
西
の
グ 

丨
ト
ク
ネ
ヒ
ト
愧
士
に
副
幹
事
の
職
を
委
囑
せ
ろ
、 

同
會
に
出
席
せ
る
童
な
る
茈
會
員
は
、
常
置

©
員

會

\ 

副
食
長
カ
ム
ビ
.ア
ノ
！
侯

爵(

供)

、
同
へ
、\
ダ
！
ソ 

ン
敎
授(

米)

、
巴
里
高
等
鑛
業
擧
校
敎
授
乇f
リ
ス
、

ベ
ロ
ー
ム
氏
薇)

、「

ハ
ン
ザ」

市
立
癒
疾
救
濟
局
長 

ビ
ー
プH

ル
ト
氏(.

獨)

、「

メ
ト
口
ポ
リ
タ
、\

」

生
命
保 

險
會
社
の
リ
I
、
ケ
I
、
フ
ジ
ン
ケ
ル
历(

米)

、
前
白
一 

耳
義
社
會
保
險
委
員#
副
會
長
デ
ュ
水
ア
氏(

白)

、
伯
、\ 

林
癒
^
^
濟
局
長
フ
ロ
イ
ン
ド
傅
士
 (

獨)

、
瑞
西
社 

會
保
險
®
員
食
長
、
カ
ゥ
ブ
マ
y
诹
士(

端)

、
獨

逸

帝| 

國
保
險
廳
顧
問
會
#
長
、
グ
ラ
イ
ン
傅
士 (

獨}

、
瑞
典 

國
立
保
險
局
長
.ジ
,

ン
、
メ 

I
氏(：

端
典)

、
獨
逸
保
險 

學
協
會
幹
事
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
、
マi

ネ
ス
敎
授(

獨)

、

歷
山
堡
勞
働
保
險
局
長
力-!/
ブ
T\

敎

授(

歷}

、 

社
會
保
險
及
救
濟
局
長
、
ゼ
ー
、•ホ
ー
レ
丨
氏(

佛)

、
. 

巴
里
勞
働
會
議
所
中
央
委
員
會
會
頭
、
デ
ユ
ア

：1

丨

 

氏(

佛)

、
瑞
西
社
會
保
險
委
員
會
副
會
長
、
•七
丨
ゼ 

.
敎
授(

端)

、
西
班
牙
國
立
救
濟
局
、

ロ
ッ
。へ
、
ズ
ン
ツ 

.
氏(

西)

、「

ゥ
ュ
ル
テ
ム
ブ
ル
ダ」

大
_

m

ピ̂
ロ
テ
ィ 

1
庇(

獨

,
伊
太
利
社
會
保
險
及
救
濟
局
長力

.

マ
ン 

•ニ
 

-

馬(

伊)

、「

プ
リ
ュ
ツ
セ
ル」

般
金
年
金
局
長
、
ボ 

丨
ジ
ヤv

氏(

.白)

等
に
し
て
此
外
、
各
國
の
社
會
政 

.
策
學
者
及
實
際
家
を
獅
羅
せ6
。

本

年

九

月

を

期

し

て

招

集

せ

ら

る

べ

き

第

四

同

總

會

 

(
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
)

は

同

月

巴

里

に

於

て

招

集

せ

ら

る

V
失
 

業

協

&

常

置

委

員

&

(

0
0
&

1:6
;̂
€
1-1
1̂
1
1
3
1:

d
e

K—•
-
A
s
s
o


c
i
a
t
i
o
n

 

c
o
n
t
r
e

 

l
e

 c
h

o>m
a
g
e
v

總

t

の

終

了

後

引

續

き
 

I
【

十

|

，日

乃

至

1

 
ー_十

0 '
日

0

四

日

間

に

.一
且

6

て

同

她

fc 

開

催

せ

ら

る

べ

く

、

討

議

せ

ら

る

ベ

き
 

題

目

は
 

,

1

、
社
#
保
險
に
對
す
る
實
際
上
の
負
擔
。



ゾ
f

 

ノ

”n
'

 

f

|k

缺
Y

;；!

进
六
四.

雜 

錄
.

二
、
癒
疾
保
險
の
財
政
組
織
。

:三
、
各
國
に
於
る
負
擔
の
卒
称
及
社
食
保
險
に
對
す 

:る
國
際
條
約
0'
可
能
。

..
:

四
、
獨
立
業
潘
.に
對
す
る
社
^

險̂
の
擴
張
。

五
、
家
族
に
對
す
る
社
會
保ft
'
の
.擄
張——

通
俗
生 

侖
保
險
。
 

：

六
、
小
兒
保
險
殊
に
1

相
互
保
1

合
。

七
、
被
保
險
者
家
族
疾
病
保
險
。

八
、
社
會
保
險
と
社
#
衞
生
。

•

九
、
炎
厄
及
癒
疾
に
對
す
る
設
備
。

 

. 

等
に
し
て
、
第I

の
問
題
に
就
て'は
、

ッ
ア
ー
ン
、

フ 

ロ
ィ
ン
ド(

獨)

、
ウ
ィ
ド
ホ
ル.ツ
.、

ケ
グ
ヲ
I
、
キ
エ
y
 

ベッ
ク、
.

ウ
尤
ス
タ

.丨

.力

.1

.

.ル(

，丁)

、
'パ
リ
オ
ル
.
、 

デ
ュ
ア
ニ
丨(

佛)

、
ボ
ス
マ(

和)

、
メ
ド
ラ
ギ
ー
{
#

)

、
，
 

カ
ゥ
プ
.マ
\(

歷)

等
の
諸
氏
、
第
四
の
問
題
に
就
て
は

ビ
口
テ
ィ
ー
へ
®)

、

シ
ユ
ミ
ッ
ト
、
力
1
ン
、
エ
ル
、ダ
1
シ 

ュ

ト
ラ
ッ
プ(

丁)

、

シ
ヨ
ー
ス(

佛)

、
ル
ツ
'ジ
ヤー 

(

和)

、
カ
マ
ン
ヒ
ー(

#)

、
カ
ウ
フ
マ
ン(

歷)

等
の
諸

氏
、
第
五
の
問
題
•に
就
て
は
、、
ロ
イ
ス
、
ビI
ル
フ
ズ
ル

'ト.(̂
}̂

、

フ
，ラ■ツ
シ
_ 

'
'
ケ.(1̂

.̂)：：、

クー

 

.口

.ン

.、
プ.

ル
.
？

サ 

I (

佛)

、
フ

才

ン'、
リ
ッ
ケ.グ
ォ
ル
ゼ'ル
へ?]
1
ー 

Vガ
ル
デ
ィ

丨(

伊)

、

ヵ

ゥ

フ

ァ

シ

(

歷)

等

®
諸
：氏

、

第

六

の

'間

題 

に
就y

は
、
ビ

I
ル
ブ
•エ
ル
ト
、

マ
！
不
ス(

獨)

、

ゾ 

ラ
ッ
シ
ユ
ケ(

燠)

、

エ 

'て
ア

ー

ル

、
プ
テ
ィ|(

佛)

、
プ
才 

ン
、
リ
ッ
ケ
グ
ォ
ル：

ゼ
，ル(

和)

、

カ
グ
ァ
リ
工
リ(

#)

、

ァ

ィ
ト(

歷)

等
の
諸
氏
、.第
丸
の
間
題
に
就
て
は
、
ス1ア
ッ

ケ
ル
、
リ
ー

二
 

!ガ
ー
藤)

；、.シ
ユ
' 

.
ニ
ッ
ツ
エ
ル(

燠)

、
モ 

11

1
、
デ
レ
ア
ル
ド(

佛)

、
グ
ォ
ス
ネ
^
.ル
、
プ
才X

、

•ツ 

ル
ー
ゼ
之
和)

、
ベ
ル
ナ
ッ
キ
ー 
一#)

、
ダ
レ
ッ
へ
ン(

歷)

等
の
.諸
氏
に
於
て
各
其
の
調
査
の
結
果
を
報
告
す
る
答

な
6
。(

究)

，：
：

英
獨
市
政
比
較
論(

其
重)

.

柯

0

告

次

郞

獨
逸
の
市
長
は
槪
し
て
米
國
の
市
長.

u

類
似
し
て
居 

る
。
其
’の
法
律
上
の
權
限
は
米
國
の
市
長
程
廣
大
で
は 

なS

 &

、
其
の
實
際
上
の
勢
力
は
優
に
之
と
比
肩
し# 

る
の
で
ぁ
る
。
仍
て
市
長
、が
有
爲
有
能
の
人
物
な
ら
ん 

に
»
、
市
政
上
活
殺
の
權
》.
の

掌

中

に

歸

す

る

の

.
で

t

o

併
か
し
乍
ら
、
市
の
#
例
を
拒
否
す
る
の
權»
市
長
に 

4t
t
E
l
s
。
市
の
^
！̂
を
®

^
し

、

之
,?
:
市

會

に

提

出

す

る
 

は
、
市
參
事
會
の
任
務
で
ぁ
つ
て
市
長
の
爲
す
所
で
は 

なS
。

又
市
長
は
斑
員
任
命
上
の
廣
大
な
る
權
限
を
多 

有
し
て
屈
ら
ぬ
。
法
律
上
ょ
6
す
れ
ば
、
市
長
は
唯
同 

僚
問
の
首
位
に
在
る名
の
に
過
ぎ
ぬ
。
或
る
意
味
に於 

て
、
國
王
は
都
市
行
政
の
泉
源
と
名
謂
ひ

#
る
、
何
と 

な
れ
ば
市
長
を
選
擇
す
る
者
は
市
會
で
ぁ
る
が
、
之
を 

確
楚
す
る
密
は
國
王
で
あ
る
か
ら
'で
あ
る
。
勿
論
國
王

は

通

例

市

鲁

の

選

擧

を

承

認

，ず

.る

々
S

6
乍
ら
、
數
年 

前
、
®

{t
r
會
财
國
王
の
意
に
叶
は̂
る

人

物

'%

市

長
 

に
推
擧
す
る
や
、
市
會
の
意
見
は
國
王
に
依

v
拒
否
せ 

一
ら
，る

、
の
悲
運
に
會
し
te
の
で
あ
る
。
然

3
市
會
«

#
 

び
同
一
人
を
選
擧
し
、
國
玉
亦
舊
の
如
く
な

6
し
を
以 

て
伯
林
は
暫
く
市
長
な
き
都
市
と
な
つ
宄
。
結
局
市
會 

\

は
讓
步
しV:

他
の
候
補
者
を
選
&
ヽ
斯
く
し
て
國
王
の 

I
.

允
許
を
得
^
の
ゃ
ぁ
っ
^
が
、
此
種
の
紛
«
は
小
都
市 

u

名
®
つ
^
所
セ
あ
る
。
普
漏
西
の
三
級
選
擧
制
度
を 

採
用
せ
次
る
聯
郯
に
於
て
は
國
王
の
JE
否
權
は
將
來
.
一 

瞥
顋
繁u

行

使

せ

ら

る

、

傾
'

S

な
.

s

で
は
なS

、

31
普 

漏
西
が
普
通
選
擧
制
度
を
採
用
す
る
に
至
つ
^
な
れ
ば 

同
様
の
紛
議
於
顧
發
す
る
乙
と
は
豫
想
舣
出
來
る
。

巴 

'威
倫
0
市
參
事
會
に»
旣
に
社
會
黨
員
を
見
、
叉
多
く 

一
の
®

*
は
益
々
)|
{
:
#黨
員
の
#
ヵ
を
增
加
す
る
傾
矽
有 

る
U
併

し

社

嘗

黨

員

の

.出
規
&
吏
員
の品
性
、
若
く
は 

都
市
行
政
の
效
程
1C
,恐
：ち
く
何
等
の
變
化
を
ぢ
生
せ
し 

む
る
？J

iは
な
か
，ら
ぅ
、
何
と
なれ
ば
獨
逸
に
於
け
る


